
三越伊勢丹ビジネス・サポート支部

2025年度 中間報告
2025年度12月賞与(案)について

労使通年協議はメンバーのみなさんから意見をいただきながら進めています。

皆さん必ずVOICE動画を視聴いただき、
全メンバー対象のアンケートに回答をお願いします。

10月24日㈮にVOICE動画を労働組合HPにて
公開します。就業時間外にご確認下さい。

三越伊勢丹グループ労働組合

○ 組合員は、VOICE動画を必ずご覧ください。
※動画を見ながら資料もご確認下さい。

組合HP
VOICE動画を労働組合HPにてご覧ください

組合HP内の三越伊勢丹ビジネス・サポートのページよりご確認ください
組合HP（http://www.imgu.or.jp/）＝QRコードはこちら
ログインID：各人の個人コード10桁（企業コード２ケタ（im）＋社員コード８ケタ）
パスワード：生年月日（８ケタ入力 例）19820830）

スマートフォンでQRコードを読み取ってもアンケート回答可能です
※アンケート内の所属の記入部分で同じ所属でも分割してある場所がありますが、集計の都合ですので、ご了承下さい。

２．動画視聴後、全メンバー対象アンケートの回答をお願いします
･ 記名式です（質問の回答要望がありましたら返信します）

･ 回答期間は 11月７日(金)を予定
動画ページに添付してある下記のURLをクリックし回答してください↓）
URL：https://forms.office.com/r/sLuSnvuYh2

１．動画でのVOICEへの参加
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Ⅰ．第11期前半年度の振り返り・後半年度に向けて
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<１>三越伊勢丹グループ（連結） 第1四半期業績（４月～６月）

１．三越伊勢丹グループの業績
報告事項

実績 前年差 前年比
2025年度
通期予測

総額売上高 317,929 ▲16,682 94.8% 1,320,000

売上高 124,193 ▲5,501 95.8% 557,000

売上総利益 76,952 ▲3,547 95.6% 340,000

販管費 61,302 ▲328 99.5% 262,000

営業利益 15,650 ▲3,218 82.9% 78,000

純利益 18,838 5,136 137.5% 60,000

２）三越伊勢丹・国内グループ百貨店別 業績 （単位：百万円）

（単位：百万円）

１）三越伊勢丹グループ業績

総額売上高 売上高前年差 営業利益 営業利益前年差

㈱三越伊勢丹 181,598 ▲7,141 11,543 ▲2,393

伊勢丹新宿本店 97,206 ▲4,873

三越日本橋本店 39,396 ▲379

三越銀座店 29,110 ▲1,295

伊勢丹立川店 7,493 ▲226

伊勢丹浦和店 8,391 ▲365

㈱札幌丸井三越 13,633 ▲555 100 ▲44

㈱函館丸井今井 1,228 ▲181 ▲15 ▲19

㈱仙台三越 5,844 ▲366 ▲118 ▲13

㈱名古屋三越 14,137 ▲1,073 247 ▲217

㈱静岡伊勢丹 3,394 ▲232 ▲39 ▲36

㈱新潟三越伊勢丹 8,009 ▲90 25 55

㈱広島三越 2,036 ▲240 ▲120 ▲4

㈱高松三越 5,007 ▲348 ▲10 ▲70

㈱松山三越 955 ▲126 ▲90 6

㈱岩田屋三越 30,228 ▲2,938 910 ▲808

㈱エムアイカード 8,970 181 1853 1,042

㈱三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 3,087 ▲118 80 ▲386

㈱三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 1,145 168 ▲3 41

㈱三越伊勢丹ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ 3,317 ▲1,572 ▲56 ▲42

㈱三越伊勢丹ﾆｯｺｳﾄﾗﾍﾞﾙ 2,092 ▲99 134 1

㈱三越伊勢丹ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｻﾎﾟｰﾄ 4,574 ▲5 123 48
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Ⅱ．環境について



<１>2025年4月～2025年8月業績

２．IMBSの業績

実績 予算比 予算差 前年比

①売上高（②＋③+④） 9,162 95.3% ▲456 98.1%

②店舗業務部 3,272

③センター業務部 4,780

④センター業務部営業担当 1,110

⑤売上原価 8,873 94.9% ▲476 97.5%

⑥売上総利益（①-⑤） 289 107.6% 20 122.9%

⑦その他営業収益 205 100.0% 0 97.5%

⑧営業総利益（⑥+⑦） 494 104.3% 20 110.9%

⑨販管費 219 95.9% ▲9 87.8%

⑩営業利益（⑧-⑨） 275 112.1% 30 140.3%

（単位：百万円）

• 売上高は、全拠点で配送の荷量が減少していることや、収支構造改革により百貨店の物流費が減

少していることから、予算比・前年比ともに下回っています。

• 売上原価は、売上高を得るために発生する費用になります。IMBSの場合は売上高と売上原価がほ

ぼ連動しているため、予算比・前年比ともに下回っています。

• 8月時点の営業利益は、各事業部でおこなった内製化によるものや、館内搬送業務の拡大等による

外部収益拡大により、前年比・予算比ともに上回り順調に推移しています。

報告事項
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<１>アクションプランについて

４．IMBSのアクションプラン 報告事項

アクションプランについては、達成度合いが『会社の業績』や『６月の変動賞与の業績指標の一

つ』として影響することから、労使で進捗について確認しています。

第１四半期終了時点では、各項目がスタートして間もないこともあり、方向性を中心に確認しま

した。

その中で、7月時点で確認した特徴的な内容は以下の通りです。

・「首都圏物流拠点」の再編は、10月に厚木センターからIBOを所沢第二センターに移転し、

要員の内製化 ※現時点(10月4日）では移転完了しています。

※IBO（伊勢丹ビューティーオンラインの略…旧meecoが名称変更）

・「館内搬送」の拡大は、未契約企業の交渉促進や日本橋店・銀座店での取り込みを推進していま

すが、6月までは若干の遅れがありました。今後は、最終的に達成できるように進めて

います。

他の項目についても、全体的に順調に進んでいます。

重点取組❶ 既存事業の“進化”戦略
【効率的な物流基盤の確立】

１.「百貨店物流」の基盤整備
（１）「首都圏 物流拠点」の再編

（首都圏拠点集約・EC物流最適化）
（２）「地域 物流拠点」の再編（ダウンサイジング）
（３）将来に向けた物流サービスの検討（進化に向けた検討）

２.「グループ物流」の基盤整備
（１）「“食”物流」の効率化（IMFSとの協働）
（２）「書類輸送」の基盤改善

重点取組❷ “連邦”戦略
【保有資源の活用によるマネタイズ】

１.第1次連邦：「百貨店 店舗物流」の外販拡大
（１）「物流会社」からの業務受託 推進・拡大

①「館内搬送」の拡大
②「店舗内 物流業務」の外販施策立案

２.第2次連邦：「センター物流」「ECノウハウ」の外販拡大
（１）「同業他社」「百貨店 取組先」からの業務受託 推進・拡大

①「同業他社」からの、「センター物流機能」受託
②「法人外商G顧客」からの「センター庫内物流」受託拡大
③「商品取組先（食品領域）」 からの「EC物流」受託拡大

重点取組❸ 三越伊勢丹“まち化”戦略（第3次連邦）
【まち化に向けたノウハウ獲得】

１.「複合用途不動産」運営に向けた体制整備
（１）「新宿店 店舗周辺交通問題」への対応
（２）「複合用途物流」のノウハウ獲得

重点取組❹ “DX”戦略
【可視化を通した資源の効率化と再配分】

１.業務改革DX
（システムによる主要業務の可視化による効率化）
（１）「センター物流」のデジタル化
（２）「店舗物流」のデジタル化
（３）「配送カスタマーサービス」のデジタル化

重点取組❺ 事業構造改革（収支構造改革）
【シェアードサービスから収益創造へ】

１.収支構造改革の推進
（１）収支構造改革の推進

①「継続施策」による効果額約1億円の達成
②「新規施策」効果額0.5億円の達成

（２）中長期戦略に連動した管理会計の見直しの検討

重点取組❻-Ⅰ 人財戦略
【少数全員精鋭化に向けた取り組み】

1.労使共同宣言「安心して働くことのできる職場環境づくり」の徹底
（１）ハラスメント・ゼロに向けた取組み

2.人的資本施策
（１）生涯CDPの推進
（２）中長期戦略を見据えた「要員計画」「賃金制度」策定

❻-Ⅱ サステナビリティの取組み
【物流観点でのサステナビリティ推進】

1.グループ共通の取組み
（１）サステナビリティの取組みの理解促進

2.マテリアリティに関する取組み
（１）「人・地域をつなぐ」
（２）「持続可能な環境・社会をつなぐ」
（３）「グループガバナンス、コミュニケーション」

参考：2025年度IMBSアクションプラン項目



Ⅲ．2025年12月賞与（案）について

<１>12月賞与の基本的な考え方

審議決定事項
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• 12月の賞与制度は基本賞与のみで、原則変動しません。

• 支給対象者は社員、プロスタッフ社員、エルダー社員となります。

※大きな環境変化があった場合などは、その状況を考慮し判断します。

⚫ 2025年12月賞与は支給表通りの基本賞与を要求します

P O I N T

雇用区分 12月基本賞与

社員
ステージB：2.0ヶ月固定

ステージC：資格別評価別支給ヶ月

プロスタッフ社員 資格別評価別支給ヶ月

エルダー社員
Ⅰ～Ⅲ：評価別支給ヶ月

Ⅵ・Ⅶ：1.0ヶ月固定

フェロー社員 （支給しない）

エルダーフェロー （支給しない）

12月基本賞与

基本賞与

12月賞与

基本賞与

6月賞与

変動賞与

基本賞与：（12月、6月）
基本は支給表通りでの要求

（社員、プロスタッフ社員、エルダー社員対象）

変動賞与：（6月のみ）
業績指標
①営業利益 予算比 ②営業利益 前年比
③アクションプランの達成度合い（中長期計画の進捗）
④グループ連結営業利益
業績指標①～④を総合的に勘案して要求内容を組み立てる

・社員・プロスタッフ社員
⇒営業利益予算達成で＋0.2ヶ月※１を基準に交渉

・エルダー社員、フェロー社員、エルダーフェロー
⇒営業利益予算達成で雇用形態別に固定額を交渉

※１ 営業利益が予算を大きく超える場合など業績指標に応じて
交渉します。(変動賞与は0.2ヶ月を超える場合もあります。)

参考：IMBS賞与イメージ（2021年度～制度導入）

8月時点の営業利益は、各事業部の内製化や館内搬送業務の拡大などの外部収益拡大により、前年

比・予算比ともに上回り順調に推移しています。（P２５ 参照）

今回の12月賞与要求は、現在の業績を踏まえ、各雇用形態における支給表通りの水準での要求を

おこないます。

<２>2025年12月 賞与 要求の考え方について

対象：社員 プロスタッフ社員
エルダー社員



（単位：ヶ月）

１．社員ステージB

○支給対象
2025年４月１日～2025年９月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者
ただし、期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給
する。
その際、欠勤・休職(育児休職・介護休職等※) ・私用の遅刻早退等は期間中の休日・連続休
暇等を除く実質分数とし、それにより出勤分数を算出します。 ※その他の無給の休暇・休職
等も含む
○基準日
2025年12月支給賞与の本給と資格は2025年9月30日現在とする。
（2025年４月１日から2025年12月１日までに社員からエルダー社員に再雇用された者は、 エ
ルダー社員としての賞与を支給する。）
○支給方法
ａ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のない者：本給 × 2.0
ｂ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のある者：
本給 ×｛2.0  × (所定労働 分数ー不就労 分数) / 所定労働 分数}
（支給日、支給方法など細部について上記算出式に当てはまらない場合は労使協議のうえ決定す
る。）

○支給日
12月５日（金）

①賞与支給表要求

基本賞与を以下の通り要求します。

②賞与支給細則

<５>具体的な賞与要求（案）について
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ステージB 基本賞与

B3

2.0B2

B1



ステージC 基本賞与

C３ C２ C１・Cｔ

評価別支給ヶ月

S 2.55 2.40 2.25 

A 2.45 2.30 2.15 

B 2.35 2.20 2.05 

C 2.25 2.10 1.95 

D 2.15 2.00 1.90 

（単位：ヶ月）

２．社員ステージC

①賞与評価要求

②賞与支給表要求

基本賞与を以下の通り要求します。

賞与評価は制度上の適正な評価に基づき、平均B評価以上の分布とすることを要求します。

評価結果が適正に運用されているかを別途確認することを要求します。

○支給対象
2025年4月1日～2025年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者
ただし、期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給
する。
その際、欠勤・休職(育児休職・介護休職等※) ・私用の遅刻早退等は期間中の休日・連続休暇
等を除く実質分数とし、それにより出勤分数を算出します。 ※その他の無給の休暇・休職等
も含む
○基準日
基本賞与の本給と資格は2025年9月30日現在とする。
（2025年４月１日から2025年12月１日までに社員からエルダー社員に再雇用された者は、エ
ルダー社員としての賞与を支給する。）
○支給方法
①社員ステージC
ａ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のない者：本給 × 資格別評価別支給ヶ月
ｂ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のある者：

本給 ×｛資格別評価別支給ヶ月× (所定労働 分数ー不就労 分数) / 所定労働 分数}
（支給日、支給方法など細部について上記算出式に当てはまらない場合は労使協議のうえ決定す
る。）

○支給日
12月５日（金）

③賞与支給細則
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３．プロスタッフ社員

（単位：ヶ月）

プロスタッフ社員基本賞与

P2 P1

評価別支給ヶ月

S 2.00 1.80 

A 1.70 1.50 

B 1.40 1.20 

C 1.10 0.90 

D 0.80 0.60 

①賞与評価要求

②賞与支給表要求

基本賞与を以下の通り要求します。

賞与評価は制度上の適正な評価に基づき、平均B評価以上の分布とすることを要求します。

評価結果が適正に運用されているかを別途確認することを要求します。

○支給対象
2025年４月1日～2025年９月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者
ただし、期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給
する。
その際、欠勤・休職(育児休職・介護休職等※) ・私用の遅刻早退等は期間中の休日・連続休暇
等を除く実質分数とし、それにより出勤分数を算出します。 ※その他の無給の休暇・休職等も
含む
○基準日
2025年12月支給賞与の本給と資格は2025年９月30日現在とする。
（2025年４月１日から2025年12月１日までにプロスタッフ社員からエルダー社員に再雇用者
は、エルダー社員としての賞与を支給する。）
○支給方法
ａ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のない者：本給 × 資格別評価別支給ヶ月
ｂ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のある者：

本給 ×｛資格別評価別支給ヶ月× {(所定労働 分数ー不就労 分数) / 所定労働 分数}
 c ）2025年10月1日付プロスタッフ社員転換者：本給 ×0.9ヶ月
（支給日、支給方法など細部について上記算出式に当てはまらない場合は労使協議のうえ決定する。）

○支給日
12月５日（金）

③賞与支給細則
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プロスタッフ社員転換者 基本賞与

P1 0.90

（単位：ヶ月）



４．エルダー社員

（単位：ヶ月）

エルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
基本賞与

評価別支給ヶ月

S 1.40 

A 1.20 

B 1.00 

エルダー社員Ⅵ・Ⅶ 
基本賞与

共通 1.00 

①賞与評価要求

②賞与支給表要求

基本賞与を以下の通り要求します。

賞与評価は制度上の適正な評価に基づき、絶対評価とすることを要求します。

評価結果が適正に運用されているかを別途確認することを要求します。

エルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶ
○支給対象
2025年４月1日～2025年9月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者
ただし、期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給
する。
その際、欠勤・休職(育児休職・介護休職等※) ・私用の遅刻早退等は期間中の休日・連続休暇
等を除く実質分数とし、それにより出勤分数を算出します。 ※その他の無給の休暇・休職等
も含む
○基準日
2025年12月支給賞与の時間給は2025年12月１日現在とする。
（ただし、2025年４月１日から2025年12月１日までにエルダー社員Ⅰ・Ⅱからエルダー社員
Ⅵ・Ⅶに 転換した者はエルダー社員Ⅵ・Ⅶとしての賞与を支給する。）
○支給方法
ａ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のない者
エルダー社員Ⅰ・Ⅱ みなし本給 × 評価別支給ヶ月
エルダー社員Ⅵ・Ⅶ みなし本給 × 1.0ヶ月

みなし本給＝時間給×週契約時間×52週/12ヶ月 （100円未満四捨五入とする）
ｂ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のある者
月初から月末まで1ヶ月全く出勤が無い場合は1ヶ月毎に1/6を控除する。
（支給日、支給方法など細部について上記算出式に当てはまらない場合は労使協議のうえ決定す
る。）

○支給日
12月５日（金）

③賞与支給細則

（単位：ヶ月）
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エルダー社員Ⅲ
○支給対象
2025年４月1日～2025年９月30日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者
ただし、期間中欠勤・休職・私用の遅刻早退等のあるものは、それぞれ定めた支給方法で支給
する。
その際、欠勤・休職(育児休職・介護休職等※) ・私用の遅刻早退等は期間中の休日・連続休
暇等を除く実質分数とし、それにより出勤分数を算出します。 ※その他の無給の休暇・休職
等も含む
○基準日
2025年12月支給賞与の時間給は2025年12月１日現在とする。
（ただし、2025年４月１日から2025年12月１日までにエルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶに転換し
た者はエルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶとしての賞与を支給する。）
○支給方法
ａ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のない者
エルダー社員Ⅲ：本給×評価別支給ヶ月
ｂ）期間中欠勤・私用の遅刻早退等のある者
本給×｛評価別支給ヶ月×(所定労働 分数ー不就労 分数) / 所定労働 分数}
（支給日、支給方法など細部について上記算出式に当てはまらない場合は労使協議のうえ決定す
る。）

○支給日
12月５日（金）

32



33

<３>賞与支給までのスケジュール

会議体 内容 日程

中間VOICE
（限定メンバーズVOICE）

VOICE 10月24日～11月7日

支部評議員会 要求案審議 11月8日

労使協議会 要求書提出・回答 11月10日

賞与支給 12月5日

2026年６月の変動賞与は、2025年度営業利益4.21百万円の達成をベースに各業績指標を勘案して

要求していきたいと考えています。

また、2025年度の営業利益は、2027年の営業利益５億円を目指す中期計画の初年度となり、今後

の賞与制度改定に向けて、着実に達成することが必要となります。

今後の目標を着実に達成するために、会社の重点取組として『グループ内物流の効率化』『グルー

プ外収益の拡大』をIMBSメンバーで一丸となって取組んでいきましょう。

<４>今後の賞与についての組合の考え
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１．キャリア形成支援制度（ネクストキャリア制度）拡充の検討

導入済のキャリア形成支援制度 内容

自己申告制度
従業員が働く上での業務や進路、異動希望や自己啓発、キャリアプランについての意
見や意思を会社が確認し、中長期的な人財の育成に活用する制度

社内公募制度
会社が新規プロジェクトや業務拡大時などの人財ニーズをもとに、職務遂行に必要な
能力、意欲のある人財を公募し、従業員が手を挙げられる求人型の制度

グループチャレンジ申告制度
従業員が、希望する役割や業務内容に対して、自らを生かすことのできる経験、能力
を具体的に申告できる求職型の公募制度

グループ内出向者転籍制度
個々人の志向に基づき、グループ内において能力や専門性を最大限発揮できる機会
と場を提供することで一人ひとりのキャリアの実現と生産性の向上を図ることを目的とし
て、従業員本人の希望によりグループ内他企業で雇用する制度

ライフイベント再雇用制度
従業員が、個人の生活と仕事の両立を可能とする多様な働き方の選択肢を増やすこ
とを目的として、ライフイベントを事由に退職した者を再び雇用する制度

カムバック再雇用制度
従業員個人の自律的なキャリア形成および多様な人財の活用を推進することを目的
として、円満退職した者を再び雇用する制度

<２>現在の導入済のキャリア形成支援制度

報告事項

⚫ ネクストキャリア制度の導入を2026年度春の交渉で審議決定し、2026年10月スタートを目指します。

⚫ 今回は途中経過として、検討中の制度概要やイメージとしての退職加算金案を共有します。

P O I N T

（具体的には雇用形態毎の労働協約にある「キャリア形成支援制度規程」をご参照下さい。）

対象：社員

<１>これまでの経緯

• ネクストキャリア制度は2025年10月の制度スタートに向けて進めてきました。

• しかし、会社・組合間の協議および、組合執行委員会・評議員会で議論を進めましたが、制度導入の目的や制度

概要で議論をし尽せなかったことから、 2025年度中の導入は見送りました。

• 引き続き議論を進め、2026年の春の交渉にて制度を導入し、2026年10月より募集をスタートを目指します。

Ⅳ．通年協議事項

• 現在のキャリア形成支援制度は、多様化する個人のニーズや中長期的なキャリア形成の一環として、自らの責任に

よる社内およびグループ内でのキャリア選択の機会拡大と社外への転進を希望する者に対する支援に関する制度と

して導入されています。

また、キャリア形成支援制度は、役割成果主義を推進するためのサブシステムとしても導入されています。

（現在の役割成果主義では、責任の大きさが異なる役割を担う事や、役割遂行の成果に対する評価をする制度とな

り、役割や成果が正しく評価されることが必要です。その評価に対して、メンバーが自己のキャリアを考え実行するために、

自ら選択し、手を挙げられるような制度が必要なことから、サブシステムとして導入されている面があります。）
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<２>ネクストキャリア制度導入に向けて

• メンバーが自分の思い描いていたキャリアと違っていること、やりたかった・必要とされていた仕事とは違うことに従事す

る従業員がいることは想定しています。

• 現在様々なキャリア形成支援制度が導入されていますが、役割成果主義の人事制度としてのサブシステムの役

割からも、社内に留まらず広い選択肢として、キャリアのステップアップを考えられる制度として導入の必要性がある

と考えます。

１）現状の課題

• 役割成果主義を推進するためのサブシステムの観点からも、多様化する個人のニーズやキャリア形成を支援するた

め導入する必要があると考えています。

• メンバーがキャリアを自律的に考えてステップアップをしていく中では、キャリアを考える一つの選択肢ときっかけになっ

てもらい、決断したことを後押しができる制度が必要であることから、ネクストキャリア制度の導入を検討します。

２）制度導入に向けての検討
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<３>検討中の制度概要

退職後、三越伊勢丹グループ企業 《社員＝（株）三越伊勢丹ビジネス・サポートでのステージA・B・C相当》 での再雇

用はできません。

制度項目 内容

対象者関連

【対象について】
○対象雇用形態：社員（短時間勤務者・休職者も申請可）
○対象年齢
ステージA     ：50歳～ 59歳
ステージB、C ：40歳～ 59歳

○制度利用可能な勤続年数
●10年以上 ※休職期間を除く
【対象外となる場合】
○会社が指定する退職日以前に退職した場合
○制度の主旨に相応しくないと判断される場合

募集から退職まで

○募集は年１回
○10月頃、ネクストキャリア制度の発信
○11月末までに希望者は人事担当に申請
（人事が申請内容を確認し、制度利用の可否を所属と本人へ通知）

○退職日は３月30日
（定期人事異動実施日によって退職日が変更となる場合あり）

支援制度内容

①退職加算金
○退職加算金表（案）
・利用者には、再就職する際の支援として「退職加算金」を支給します。
・下記参照

②支援制度
○再就職支援のサービス（再就職支援会社・再就職支援団体）の利用

・社外への就職活動等を支援するためのサービスで、費用は会社が負担します。

（現行のイメージ）退職加算金案

年齢 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ステージA

ステージB

ステージC

年齢 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

ステージA

ステージB

ステージC

300～500

200～300

（単位：万円） 

600～800

500～700

300～400

100～400

50～300

25～150

退職加算金の検討中のポイント

• 50歳から再就職難易度が上昇するた

め、50歳前後で水準の設定方法を分

けます

• 40代は転職活動において、50代に比

べると転職しやすい環境にあるため、

金額を段階的に上がっていくようにしま

す

<４>制度導入までのスケジュール

スケジュール（予定） 実施内容

2025年10月・11月 中間メンバーズVOICE

2026年２月 本部執行委員会（審議決定）

2026年２月・３月 春の交渉メンバーズVOICE

2026年３月 支部大会（審議決定・制度導入）

2026年10月 ネクストキャリア支援制度にて募集スタート
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報告事項２．賞与制度改定

⚫ 賞与評価をメンバーのモチベーション向上に繋げる為、評価間の差を広げる制度改定を検討しています。

P O I N T

<２>課題解決するために協議している方向性

• 今後の中長期計画達成に向けて、メンバーの賞与評価に対するモチベーションに繋がる支給表の検討します。

• 支給表については、B評価を中心に評価間の差を広げることを検討しています。

社員である雇用区分のメンバーから実際の声として、「賞与については成果をだして、賞与評価Aになっても変わらない」、

「もう少し支給ヶ月 に差があった方がいいのでは？」などの声がありました。

• 成果を出した人が評価され賞与に反映される制度にしていきたいと考えていますが、現状は賞与評価が上がっても下

がっても賞与の支給ヶ月数差が小さく、ほとんど変わらない現状です。

• この現状から、メンバーが賞与評価に対してモチベーションに繋がっていない可能性があると考えます。

<１>課題

<３>改定イメージ

現行の制度では、社員の各ステージの評価間差が通年で0.2ヶ月（ステージCは半期で0.1ヶ月）ですので、0.4ヶ月

（ステージCは0.2ヶ月）で想定したイメージを例として下記に記載します。

例）ステージC半期の評価間差0.1ヶ月⇒0.2ヶ月にした場合のイメージ

ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

0.1 0.1

2.55

0.1

0.1

0.1

0.1

2.15

2.25

2.35

2.45

0.05

0.1

0.1

0.1

1.90

1.95

C1・CtC2C3

0.1

0.1

2.05

2.15

2.25

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

現状のステージC基本賞与

評価別

支給ヶ月

S

A

B

C

D

ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

0.2

B 2.35

C 2.15 2.00 1.85
0.2 0.2

D 1.95 1.80 1.80

0.2 0.2

0.05

2.55 2.40 2.25
0.2 0.2

ステージC 基本賞与イメージ

評価別

支給ヶ月

S 2.75 2.60 2.45
0.2 0.2

2.20 2.05
0.2

0.2
A

C3 C2 C1・Ct
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例）ステージB通期の評価間差0.2ヶ月⇒0.4ヶ月にした場合のイメージ

資格 評価
ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

資格 評価

ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

資格 評価

ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2 0.2

2.40

2.60

2.80

3.00

3.20

2.45

2.65

2.85

3.05

3.25

0.2

0.2

0.2

0.20.2

0.2

0.2

0.2

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

D

2.30

2.50

2.70

2.90

3.10

2.40

2.60

2.80

3.00

S

A

3.20

B

C

D

2.45

2.65

2.85

A

S

2.65

2.85

3.05

3.25

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30

0.2

0.2

0.2

0.2

2.55

2.75

2.95

3.15

3.35

役割④役割③役割②役割①

S

A

BB1

C

3.05

3.25

2.25

2.45

2.65

2.85

3.05

2.35

2.55

2.75

2.95

3.15

0.2

現状のステージB ６月基本賞与

B3

B2

役割④役割③役割②役割①

役割④役割③役割②役割①

2.35

2.55

2.75

2.95

3.15

2.45D

C

B

資格 評価
ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

資格 評価

ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

資格 評価

ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差 ヶ月差

0.4 0.4 0.4

0.4 0.4 0.4 0.4

A 3.24 3.20 3.15 3.05

0.4

役割① 役割②

0.4

D 2.05 2.00 1.95 1.85

0.4 0.4

C 2.45 2.40 2.35 2.25

0.4 0.4 0.4

B 2.85 2.80 2.75 2.65

0.4 0.4

役割③ 役割④

B1

S 3.65 3.60 3.55 3.45

0.4

D 2.10 2.05 2.00 1.90

2.90 2.85 2.80 2.70

0.4 0.4 0.4 0.4

C 2.50 2.45 2.40 2.30

0.4 0.4 0.4

役割① 役割② 役割③ 役割④

B2

S 3.70 3.65 3.60 3.50

0.4 0.4 0.4 0.4

A 3.30 3.25 3.20 3.10

0.4 0.4 0.4 0.4

B

B 2.95 2.90 2.85 2.75

0.4

0.4 0.4

D 2.15 2.10 2.05 1.95

0.4 0.4 0.4

C 2.55 2.50 2.45 2.35

0.4 0.4

ステージB ６月基本賞与イメージ

役割① 役割② 役割③ 役割④

B3

S 3.75 3.70 3.65 3.55

0.4 0.4 0.4 0.4

A 3.35 3.30 3.25 3.15

0.4 0.4 0.4 0.4
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報告事項３．制度改定に向けての研究について

⚫ 今年度以降に制度改定を視野に入れて、労使で研究していく内容になります。

P O I N T

<１>中長期計画目標から2027年度以降の賞与制度研究

• 営業利益について2027年に５億円、2030年に10億円という目標が掲げられています。

• 2027年度営業利益5億円達成後の賞与を労使で検討していきます。

• 成果の発揮を賞与に、より処遇できるような制度改定に向け研究をしていきます。

60歳以降の制度はここ数年で様々なメンバーから意見を頂いてきました。

その内容をもとに制度改定に向けての研究していきます。

主な意見は下記の通りです。

• 60歳で社員からエルダー社員になったときの賃金差が大きい。

• 特に、本拠地が地域の社員については、エルダー社員になった時に転居が無くなり、地域給による月給が適用され

るため賃金差が大きい。

• エルダー社員の賃金は、設計した当初は様々な要因を比較し月給制・時給制共に決めていたが、最低賃金の

上昇にともない時給制の時給が年々上がってきていることから、月給とのバランスが崩れてきているのではないか。

<２> エルダー社員の人事賃金制度・地域給の課題について



• 2025年度の地域別最低賃金は47都道府県で63円の引き上げ、全国で平均1,118円とする目安が示されました。

• IMBS社内で働くメンバーが在籍する地域は以下の通りです。

地域
賃金額

（前年差）
発効年月日 地域

賃金額
（前年差）

発効年月日

東京 1,226円（+63円） 2025年10月3日 静岡 1,097円（+63円） 2025年11月1日

埼玉 1,141円（+64円） 2025年11月1日 愛知 1,140円（+63円） 2025年10月18日

千葉 1,140円（+64円） 2025年10月3日 広島 1,085円（+65円） 2025年11月1日

神奈川 1,225円（+63円） 2025年10月4日 香川 1,036円（+66円） 2025年10月18日

北海道 1,075円（+65円） 2025年10月4日 愛媛 1033円（+77円） 2025年12月1日

宮城 1,038円（+65円） 2025年10月4日 福岡 1057円（+65円） 2025年10月18日

新潟 1,050円（+65円） 2025年10月2日

<１>IMBS支部の最低賃金について

地域 賃金額 地域 賃金額

東京 1,195円 静岡 1,065円

埼玉 1,110円 愛知 1,110円

千葉 1,110円 広島 1,050円

神奈川 1,195円 香川 1,000円

北海道 1,040円 愛媛 990円

宮城 1,005円 福岡 1,030円

新潟 1,015円

• IMBS支部の最低賃金は2024年度の春の交渉にて以下の通り要求しています。

報告事項
４．(期中改定項目報告)2025年地域別最低賃金の改定に伴う
       対応について
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⚫ 2025年の地域別最低賃金の改定がおこなわれ、それに伴いIMBSの時給制の最低賃金も改定致します。

⚫ フェロー社員、エルダーフェローは、9月11日付、エルダー社員の時給制については、10月１日付で改定してい

ます。

P O I N T

<２>2025年度地域別最低賃金の改定について

【現行】各地域別最低賃金

【改定】各地域最低賃金と発行年月日



• エルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶの時給はA地域～D地域としてそれぞれ時給を賃金表に定めて春の交渉で要求をしていま

す。

• 今回の地域別最低賃金の改定により、各地域の水準が地域別最低賃金の水準を下回るため、以下の通り改定いた

します。

地域 現行水準 改定額

A地域 首都圏 1,195円 1,230円

B地域 名古屋 1,110円 1,140円

C地域 札幌・仙台・広島・福岡・静岡 1,065円 1,100円

D地域 新潟・高松・松山 1,015円 1,050円

• 改訂の時期は、各地域の発効日における最短日とエルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶの給与計算期間を考慮し、10月1日

付の改定とします。
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<４>2025年度地域別最低賃金改定に伴うエルダー社員Ⅰ・Ⅱ・Ⅵ・Ⅶの時給対応について

• 2025年度の地域別最低賃金が春の交渉で要求をしたIMBSの最低賃金を上回るため、以下の通り最低賃金を

改定いたします。なお、発効日は地域別最低賃金の発効日に対応するため9月11日付とします。

地域 賃金額 地域 賃金額

東京 1,230円 静岡 1,100円

埼玉 1,145円 愛知 1,140円

千葉 1,140円 広島 1,085円

神奈川 1,225円 香川 1,040円

北海道 1,075円 愛媛 1,035円

宮城 1,040円 福岡 1,060円

新潟 1,050円

• 各地域拠点に在籍するフェロー社員とエルダーフェローの中で、9月11日現在、上記最低賃金を下回る場合はこの

水準まで時給を引き上げます。

<３>2025年度地域別最低賃金改定に伴う対応について



• 2024年度については、有給休暇の『①法律で定められた年間5日間以上の有給休暇取得』『②年間取得目標であ

る55％以上取得』を全従業員が達成できるように確認を行ってきました。

• 2025年度については、全従業員が有給休暇の年間取得目標55％以上の達成を目指し、未達成者を減らします。

部門 本年平均 所属計画比

総務・経営企画部 総務担当 6:28 87.2%

総務・経営企画部 政策担当 8:02 79.0%

店舗業務部 首都圏担当 2:35 79.4%

店舗業務部 地域店担当 2:53 90.5%

センター業務部 第一業務担当 5:06 91.6%

センター業務部 第二業務担当 3:49 67.2%

センター業務部 営業担当 11:39 121.7%
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報告事項５．働く環境の整備について

⚫ 今年度も労使で毎月実態の確認をおこないながら働く環境の整備をおこなっています。

⚫ 働く環境の整備に向けて 「労使対談動画」（適正な時間管理・ハラスメント）や組合月２回動画などをメン

バー向けに配信を開始しました。

P O I N T

<１>総実労働時間について

• 総実労働時間を短縮する目的としては、ライフワークバランスの向上、健康面の改善、生産性と効率性の向上、コンプ

ライアンスの遂行、採用競争力の向上などが上げられます。

• IMBSの総実労働時間は、2024年度 1,760時間で基準となる1,800時間を下回っています。

また、月間の時間外も平均３時間50分と低い水準で推移しています。

年間総実労働時間

年間所定労働時間

＝ ー 有給取得分 ＋ 時間外勤務分

<年間総実労働時間とは>

1日あたりの
所定労働時間

休日数

<2024年度有給休暇取得状況まとめ>

達成率

① 年間５日以上の有給休暇取得 100％

② 年間目標である55%取得 98.4％（未達成者６名）

有給取得率

全体 86.4%

ステージA 71.2% プロスタッフ社員 90.5%

ステージB 67.9%
エルダー社員(月給) 93.7%

エルダー社員(時給) 124.2%

ステージC 82.8% フェロー社員・エルダーフェロー 97.1%

１）有給休暇の取得について

２）時間外勤務状況について

<所属別1人あたりの時間外勤務実績（ 2025年 4月～８月）>
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<３>働く環境についての動画（組合動画）

<２>働く環境の整備に向けて 「労使対談動画」（適正な時間管理・ハラスメント）

• 4月に労使対談動画との発信を開始しました。

あたりまえのことをあたりまえにやることの重要性をお伝

えし、打刻の徹底や、丁寧な言葉遣い、さん付け運

動などの徹底を発信しました。

• またハラスメントについては、ハラスメント・ゼロを目指

し、メンバーの悩みも多い指導とハラスメントの違いなど

を解説しています。

• ７月よりIMBS支部の動画を発信しています。

• 動画はメンバーの皆さんが、知りたいこと、知っておくと

良いことを中心に働く環境などの内容の動画を15日

に発信しています。

（執行委員の奥瀨さん、安倍さん、小杉さん、

鈴木さんが交代で担当）

• 現在発信している動画は労使対談動画でもお話した

打刻の徹底や、丁寧な言葉遣い、さん付け運動、挨

拶についてなどの意味や重要性をもう一度お伝えして

います。

• まだ見ていないメンバーは下記QRコードからぜひご覧く

ださい。



44

<４>労使共催 ハラスメント研修の実施

• メンバーからの声で、ハラスメントと指導との境界線が分からないなどの声が出ている状況があります。

• 継続的な職場環境に対してのハラスメント防止への啓蒙活動や予防にも繋がる取組をしていきます。

• 10月から外部講師を招き、ステージA,Bを対象に労使共催でアンガーマネジメント教育 叱り方講座実施をはじめま

す。

<５>ハラスメントと指導の境界線動画紹介

• 会社ポータルのIMBS 人事関連のお知らせ（2025/06/10発信）にて、厚生労働省の「明るい職場応援団」内の動

画コンテンツの紹介をおこなっています。

• 「ハラスメントと指導の境界線」のアウト！レベル、セーフ！レベルの動画を紹介しています。

• パワーハラスメントととらえられる指導、パワーハラスメントにならない指導のポイントなど、2分くらいの動画で解説されてい

ますので、ぜひご覧ください。

<６>８月実施『ハラスメント・ゼロの実現のためのe ラーニング』

• e ラーニングの実施については、100％の受講を達成しました。

• 結果については、労使で今後内容を精査してハラスメント・ゼロの活動に繋げていきます。
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参考：三越伊勢丹グループ 相談・通報窓口のご案内
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９．IMBS支部 労働福祉ロードマップ
2023年度に労働福祉ビジョンを達成していくために2028年までにどのようなことを進めていくのかを記載している、労働福祉ロードマップを作成しました。

会社の

業績目標など ➡
中長期計画の発信開始 営業利益目標4.21億円 営業利益目標4.60億円（予定）

2027年度営業利益５億円達成

【グループ物流の進化】【収益拡大】

2030年までに

営業利益10億円達成

政策分野 分類 項目 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

課題に応じた賞与制度

改定の検討

手当

制度

課題に応じた手当制度

改定の検討

退職金

制度

確定拠出年金の

拠出金検討

安全衛生・時間管理・働

く環境について、現場の

声や視点を吸上げる

VOICEサイクル

ハラスメントがなくより安

心して働ける環境へ

他支部との連携強化

突発的な

変化に対応

できる環境

本人や家族の突発的な

変化に対応できる風土

働き方の

正しいルール

の理解

働き方改善

（ルール）

ライフワーク

バランス

仕事の充実のための

生活の充実

共済会の活

用
共済会制度の周知

健康保険

組合の活用
レクリエーション

介護

介護関連制度の周知と

体験者からのアドバイス

をする仕組み

マネー
確定拠出年金

の周知

組合の活用

各種制度の

周知

働く環境への

リスクを未然

に防ぐ

 

セ

ー

フ

テ

ィ

ー

ネ

ッ

ト

働

き

方

福

利

厚

生

その他の制度
キャリアを描きやすい

仕組みの検討

人

事

賃

金

制

度

賞与制度

中長期計画と

連動した賞与

制度改定の検討

本給制度

中長期計画と連動した本

給制度改定の検討

課題に応じた

本給制度改定の検討

・4チーム制で各職場委員から職場環境の課題の吸い上げ 執行部で解決策を検

討 経営懇話会・職場懇話会などで共有 メンバーにフィードバック(VOICEサイク

ル確立)

・執行委員の経営懇談会のオブザーバー参加

・職場に一番近い、身近な部長・担当長に伝

える職場懇話会をVOICEサイクルに組み込

んでいく

さん付け運動・丁寧な言葉遣いの推進

【動画発信】

・店舗業務部の役員が、支部をまたいで他百貨店支部の職場委員会に参加することを通して、他支部の役員と連携できる体制の構築

・本人や家族が突発的な原因でお休み・早退などをしなければならなくなったときに、職場内でお互いを思いやれる環境の醸成

・他部署間で応援ができるの協力体制の構築

・打刻の徹底【動画発信】 ・TIME PRO 入力の徹底【動画発信】 ・業務改善、有給休暇取得促進、時差時間をなくす取組

・働き方の柔軟性が高められる仕組みの検討

・風土改革に向けて現場意識の醸成【動画発信】

例）終業時間で帰れる体制、休日に社用携帯に連絡しない・社用携帯に出なくてもよい体制

メンバーの利用促進

・LINE登録【動画で発信】

・ベネフィットステーション登録促進

【動画で発信】

・介護サポート百科の普及【動画発信】

・体験者からと話す環境

・職場環境

・介護の経験者や、制度を利用したことがある

方達に協力してもらいながら、何かあった時に

相談ができる環境

・確定拠出年金の利用促進

①アプリを開けてみよう【動画発信】

②既存動画のご案内【動画発信】

・マニュアルの作成や、知識が増やせ

る環境をつくる

・実際に運用をしている組合役員からメンバー

向けのマネーセミナーをおこなう

・自己啓発制度の利用促進【動画発信】

・補助金制度の利用促進【動画発信】

・相談窓口

【全従業員】

2027年の営業利益目標を達成後の基本賞与

制度改定（2027年3月改定）

2027年12月（2027年度賞与）スタート

【全従業員】

2027年の営業利益目標を達成後の変動賞与

制度改定（2027年3月改定）

2028年６月（2027年度賞与）スタート

【社員】

・社員(ステージB・Cの賞与支給表における評

価間差にメリハリがある支給表に改定

（2026年3月改定）

2026年12月(2026年度賞与) スタート

【フェロー社員】

収益拡大の一環として、館内搬

送内製化拡大のため、地域別職

種給新設(2025年３月改定)

【フェロー社員】

運用や今後の範囲拡大の確認

【全雇用形態】

2030年度の営業利益目標達成後の本給制度の検討

(全体の本給表のベースアップやIMBS独自の新しい本給表の検討)

（導入は2030年度）

【社員ステージB】

ステージBについて役割給の設定数や役割が適正かの確認、制度改定への検討

【社員ステージC】

ステージCに役割が必要かを検討し、必要に応

じて役割給の導入

【プロスタッフ社員・エルダー社員】

地域給について水準、地域別区分の改廃、必要性を各種確認、制度改定への検討

【全従業員】

物流業界や他社事例を確認しながら課題に応じた手当制度の検討

【社員・プロスタッフ社員】

拠出金の変更の検討

【社員】

メンバーの選択肢になるようネクストキャリア支援制度の導入

（2026年3月改定） 2026年10月募集開始

【エルダー社員】

エルダー社員の各種現状（要員構成・モチベーション）の確認・研究、制度改定の検討

・期待役割の整理 ・フェロー社員との役割の明確化や賃金水準の比較確認 ・雇用延長（67から70歳までの雇用延長）

【社員・プロスタッフ社員】

評価者・被評価者向けの教育からメンバーの評価制度に対する理解促進へ

健康意識向上のウォーキング企画レクリエー

ション参加促進
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組合からのお知らせ

• 職場の団結回や歓送迎会などコミュニケー

ション機会としてご活用下さい。

• 詳しくは、下記QRコードから

• 制度を説明した動画もぜひご覧ください。

職場単位の懇親会への補助金のご案内

（職場懇親会補助）
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